
 

 

堺市立のびやか健康館の利用料金の減免に関する取扱基準 

 

 本基準は、堺市立のびやか健康館条例（平成３０年条例第５３号）第２３条第６項の規定

に基づき、堺市立のびやか健康館の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）の指定管

理者における減免に関する取扱いについて必要な事項を定める。 

 

１ 利用料金（駐車場の利用に係るものを除く。）を減額又は免除することができる場合及

びその額は、次のとおりとする。 

（１）堺市又は指定管理者が主催し、又は共催する行事のために使用するとき 全額 

（２）前号に定めるもののほか、指定管理者が必要であると認める場合は、市長の承認を

得て利用料金を減額又は免除できるものとする。 指定管理者が必要と認める額 

 

２ 駐車場の利用料金を減額又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりと

する。 

（１）堺市又は指定管理者が主催し、又は共催する行事のために使用するとき 全額 

（２）本市又は他の地方公共団体の公用自動車を駐車するとき 全額 

（３）前２号に定めるもののほか、指定管理者が必要であると認める場合は、市長の承認

を得て利用料金を減額又は免除できるものとする。  指定管理者が必要と認める額 

 

附 則（平成３１年１月７日制定） 

（施行期日） 

１ この基準は、平成３１年４月１日から施行する。 

 （堺市立のびやか健康館条例施行規則第３条第４号の規定による利用料金の減免に関す

る基準の廃止） 

２ 堺市立のびやか健康館条例施行規則第３条第４号の規定による利用料金の減免に関す

る基準（平成１６年９月１日制定）は廃止する。 
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